
小山町告示第１８７号

小山町合宿誘致促進事業助成金交付要綱を次のように定める。

令和４年１０月１９日

小山町長 池谷 晴一

小山町合宿誘致促進事業助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 町長は、スポーツに関する活動を行う団体が実施する合宿の誘致を促進すること

により、町民の間に広くスポーツについての関心を深めるとともに、多様な交流の機会

の増大による地域の活性化を図ることを目的に、練習や試合を通じてスポーツ技術の向

上を目的として行う合宿（以下「スポーツ合宿」という。）を実施する団体に対し、予

算の範囲内において小山町合宿誘致促進事業助成金（以下「助成金」という。）を交付

するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和

５１年小山町規則第１号）及びこの要綱の定めるところによる。

（交付対象者）

第２条 助成金の交付の対象（以下「交付対象者」という。）は、スポーツに関する活動を

行っている団体で、スポーツ合宿を実施するものとする。

（交付対象事業）

第３条 助成金の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、交付対象者が行う

スポーツ合宿であって、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による旅館

業の許可を受けた小山町内の旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の許可を受けた者が営

む施設（以下「宿泊施設」という。）に宿泊し、かつ、延べ宿泊者数が１０人以上である

ものとする。（複数の宿泊施設に宿泊する場合を含む。）

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としない。

（１）e-スポーツを目的とするもの

（２）営利を目的とするもの

（３）政治的又は宗教的活動を目的とするもの

（４）宿泊施設に支払った額が１人あたり２，０００円に満たないもの

（５）その他町長が適当でないと認めるもの

（複数年度にわたる合宿の取り扱い）



第４条 １回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の

属する年度とする。この場合において、宿泊者数は、当該合宿の初日から最終日までの延

べ宿泊人数とする。

（交付対象経費）

第５条 助成金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、交付対象

事業に要する小学生以上の者の宿泊費に係る経費とする。ただし、保護者の宿泊費は含

まない。

（助成金の額）

第６条 助成金の額は、延べ宿泊者数に２，０００円を乗じて得た額とし、１合宿当たり

２０万円を限度とする。

（交付の申請）

第７条 助成金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、小山町

合宿誘致促進事業助成金交付申請書（様式第１号）をスポーツ合宿を実施する７日前の日

までに町長に提出しなければならない。

（交付の決定）

第８条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小

山町合宿誘致促進事業助成金決定通知書（様式第２号）を申請者に通知するものとす

る。

（交付対象事業の変更等）

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付対象事

業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止しようとするときは、速やか

に小山町合宿誘致促進事業助成金変更等申請書（様式第３号）を町長に提出し、承認を

受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町

合宿誘致促進事業助成金変更等決定通知書（様式第４号）により交付決定者に通知する

ものとする。

（流用の禁止）

第１０条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。

（実績報告）

第１１条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、小山町合宿誘致促進事業助成



金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、交付対象事業完了の日から起

算して３０日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の

４月３０日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

（１）宿泊証明書（様式第６号）

（２）活動実績が分かる書類（写真等）

（３）その他町長が必要と認める書類

（助成金の確定）

第１２条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは助成金の額を確定し、小山町合宿誘致促進事業助成金交付額確定通知書

（様式第７号）により交付決定者に通知するものとする。

（助成金の請求）

第１３条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから７日以

内に小山町合宿誘致促進事業助成金請求書（様式第８号）を町長に提出するものとす

る。

（報告の提出及び検査）

第１４条 町長は、必要があるときは、交付対象事業若しくは交付対象事業に係る会計の

状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させ

ることができる。

（交付の決定の取消し等）

第１５条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。第１２条の規定により

助成金確定通知をした後においても同様とする。

（１）虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（２）助成金交付の条件に違反したとき。

（３）助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。

（４）支出額が予算額に比べて減少したとき。

（５）その他町長が不適正と認めるとき。

（助成金の返還）

第１６条 町長は、交付対象事業の変更等を承認した場合又は前条の規定により交付の決

定の取消し等を行った場合は、当該変更等の承認又は取消しに関し、既に助成金が交付



されているときは、小山町合宿誘致促進事業助成金返還命令書（様式第９号）により期

限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

１ この告示は、公示の日から施行する。

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金交

付決定の通知を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。


